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社会保障制度の基本的な考え方

○ 自助・共助・公助の最適な組合せ

○ 社会保障の機能の充実、給付の重点化、制度の運営の効率化

○ 税金や社会保険料を納付する者の立場に立って、負担の増大を抑制しつつ、持続可能な制度を実現

○ 年金、医療及び介護は、社会保険制度を基本とする

○ 国・地方公共団体の負担は、社会保険料に係る国民の負担の適正化に充てることを基本とする

○ 国民が広く受益する社会保障に係る費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う

社会保障制度改革推進法（平成２４年８月２２日法律第６４号）

（基本的な考え方）
第二条 社会保障制度改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。
一 自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ、国民が自立した生活を営むことがで
きるよう、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を支援していくこと。
二 社会保障の機能の充実と給付の重点化及び制度の運営の効率化とを同時に行い、税金や社会保険料を納
付する者の立場に立って、負担の増大を抑制しつつ、持続可能な制度を実現すること。
三 年金、医療及び介護においては、社会保険制度を基本とし、国及び地方公共団体の負担は、社会保険料
に係る国民の負担の適正化に充てることを基本とすること。
四 国民が広く受益する社会保障に係る費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点等から、社会保障
給付に要する費用に係る国及び地方公共団体の負担の主要な財源には、消費税及び地方消費税の収入を充
てるものとすること。
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○自助・共助・公助の最適な組合せ

・国民の生活は、自らが働いて自らの生活を支え、自らの健康は自ら維持するという「自
助」を基本としながら、高齢や疾病・介護を始めとする生活上のリスクに対しては、社会
連帯の精神に基づき、共同してリスクに備える

○給付の重点化・効率化、負担の増大の抑制、社会保障制度の持続可能性の確保

・持続可能な社会保障を構築していくためには、同様の政策目的を最小の費用で実施す
るという観点から、徹底した給付の重点化・効率化が求められる。

・現在の世代の給付に必要な財源は、後代につけ回しすることなく、現在の世代で確保で
きるようにすることが不可欠。

・「自助努力を支えることにより、公的制度への依存を減らす」ことや、「負担可能な者は
応分の負担を行う」ことによって社会保障の財源を積極的に生み出し、将来の社会を支
える世代の負担が過大にならないようにすべき。

○負担能力に応じた公平な負担（世代間・世代内の公平）

・世代間の公平だけではなく、世代内の公平も重要であり、特に他の年代と比較して格差
の大きい高齢者については、一律横並びに対応するのではなく、負担能力に応じて社会
保障財源に貢献してもらうことが必要。

・これまでの「年齢別」から「負担能力別」に負担の在り方を切り替え、社会保障・税番号
制度も活用し、資産を含め負担能力に応じて負担する仕組みとしていくべき。

○「世代間の損得論」と高齢者向け給付の持つ「現役世代のメリット」

・年金制度や高齢者医療制度、介護保険制度は、子どもが老親を扶養するという私的扶
養を社会化したもの。社会保障は、高齢世代の生活保障を社会的な仕組みとして行うこ
とによって、その子や孫の負うべき負担を軽減し、現役世代のメリットにもなっている。

○税と社会保険料の役割分担

・制度分立は保険者の仕組み方の問題であり、基本的には保険制度の中での調整が求
められ、公費投入は保険者間で調整できないやむを得ない事情のある場合とすべき。

【年末までの検討項目】

②介護療養病床等の効率的な
サービス提供体制への転換

③入院時の光熱水費負担の見
直し

⑨かかりつけ医以外を受診した
場合の定額負担の導入

⑰地域差分析を活用した介護保
険事業計画のＰＤＣＡサイクル
の強化・給付費の適正化に向
けた保険者へのインセンティ
ブ付けなどの制度的枠組みの
検討

㉔（ⅰ）高額療養費（月額負担上
限）の見直し

㉔（ⅲ）高額介護サービス費（月
額負担上限）の見直し

㉔（ⅳ）介護保険の利用者負担
の在り方

㉕（ⅰ）介護納付金の総報酬割

㉗（ⅰ）軽度者に対する生活援助
サービス等の在り方

㉖金融資産等を考慮に入れた負
担を求める仕組みの適用拡大

㉗（ⅳ）スイッチOTC化された医療
用医薬品に係る保険償還率
の在り方
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改革工程表の年末までの検討項目と、社会保障制度改革の基本的な考え方、方向性
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社会保障制度改革国民会議報告書 （平成２５年８月６日） 抜粋

２社会保障制度改革推進法の基本的な考え方

（２）社会保障の機能の充実と給付の重点化・効率化、負担の増大の抑制

（略） その中で、子育ての不安、高齢期の医療や介護の不安、雇用の不安定化、格差の拡大、社会的なつながり・連
帯感のほころびなど、国民のリスクが多様化するとともに拡大している。こうしたリスクやニーズに対応していくために
は、社会保障の機能強化を図らなければならない。

また一方で、経済成長の鈍化と少子高齢化の更なる進行の中で、社会保障費は経済成長を上回って継続的に増大し
ており、国民の負担の増大は不可避となっている。

こうした中で、既存の社会保障の安定財源を確保するとともに、社会保障の機能強化を図るためには、税や社会保険
料の負担増は避けられないが、こうした負担について国民の納得を得るとともに、持続可能な社会保障を構築していくた
めには、同様の政策目的を最小の費用で実施するという観点から、徹底した給付の重点化・効率化が求められる。

また、社会保障が、現在、巨額の後代負担を生みながら、財政運営を行っていることは、制度の持続可能性や世代間
の公平という観点からも大きな問題であり、現在の世代の給付に必要な財源は、後代につけ回しすることなく、現在の世
代で確保できるようにすることが不可欠である。

このため、「自助努力を支えることにより、公的制度への依存を減らす」ことや、「負担可能な者は応分の負担を行う」こ
とによって社会保障の財源を積極的に生み出し、将来の社会を支える世代の負担が過大にならないようにすべきである。
（略）

（１）自助・共助・公助の最適な組合せ

日本の社会保障制度は、自助・共助・公助の最適な組合せに留意して形成すべきとされている。

これは、国民の生活は、自らが働いて自らの生活を支え、自らの健康は自ら維持するという「自助」を基本としながら、
高齢や疾病・介護を始めとする生活上のリスクに対しては、社会連帯の精神に基づき、共同してリスクに備える仕組みで
ある「共助」が自助を支え、自助や共助では対応できない困窮などの状況については、受給要件を定めた上で必要な生
活保障を行う公的扶助や社会福祉などの「公助」が補完する仕組みとするものである。

この「共助」の仕組みは、国民の参加意識や権利意識を確保し、負担の見返りとしての受給権を保障する仕組みであ
る社会保険方式を基本とするが、これは、いわば自助を共同化した仕組みであるといえる。
（略）

（参考）
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（４）給付と負担の両面にわたる世代間の公平

①すべての世代を対象とした社会保障制度へ

少子高齢化の進行と現役世代の雇用環境が変化する中で、これまでの日本の社会保障の特徴であった現役世代
への給付が少なく、給付は高齢世代中心、負担は現役世代中心という構造を見直して、給付・負担の両面で世代間・
世代内の公平が確保された制度とすることが求められる。

（略） こうした観点から、若い人々も含め、すべての世代に安心感と納得感の得られる全世代型の社会保障に転換
することを目指し、子ども・子育て支援など、若い人々の希望につながる投資を積極的に行うことが必要である。こうし
た取組を通じて、若い人々の負担感ができる限り高まることのないようにすることが重要である。

③ 「世代間の損得論」と高齢者向け給付の持つ「現役世代のメリット」

（略）しかし、年金制度や高齢者医療制度、介護保険制度は、子どもが老親を扶養するという私的扶養を社会化した
ものであることに十分留意が必要である。例えば、年金制度が十分に成熟する以前の世代は、親の私的扶養もしな
がら、自らの保険料を納めてきたのであり、公的年金の給付と負担だけをみて損得論を議論するのは不適切である。
また、介護保険制度の創設により、家計における税・保険料の負担は増加したが、一方で介護サービスが大幅に増
加し、その結果、主に女性が担っていた家族内での介護負担は軽減している。

このように年金制度を始めとする社会保障は、単に高齢世代のメリットとなっているだけではなく、高齢世代の生活
保障を社会的な仕組みとして行うことによって、その子や孫の負うべき負担を軽減し、現役世代のメリットにもなってい
ることを考慮する必要がある。 （略）

（３）社会保険方式の意義、税と社会保険料の役割分担

③税と社会保険料の役割分担

（略）社会保険制度への公費投入の理由は、一つは、無職者や低所得者も保険に加入できるよう、保険料の負担水
準を引き下げることであり、もう一つは、保険制度が分立していることによる給付と負担の不均衡を是正することである。

まず、前者については、現行制度の下では、現在、高齢化の進行や非正規雇用の労働者の増加による所得格差が
増大する中で、保険料負担の逆進性を強めることとなる。したがって、逆進性緩和の視点から低所得者の保険料軽減
や標準報酬月額の最高限度額の引上げを行うなど、社会保険料の在り方を再点検した上で、社会保障の維持と機能
強化のために公費を投入することが必要となる場合がある。

一方、後者については、制度分立は保険者の仕組み方の問題であり、基本的には保険制度の中での調整が求めら
れ、原則としては公費投入に頼るべきでなく、公費投入は保険者間で調整できないやむを得ない事情のある場合とす
べきである。
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３ 社会保障制度改革の方向性

（１）「1970 年代モデル」から「21 世紀（2025 年）日本モデル」へ
日本の社会保障の枠組みは、1961（昭和36）年の国民皆保険・皆年金を経て、年金や医療の給付の大幅な改善が実
施された1973（昭和48）年（「福祉元年」と呼ばれる。）に完成されたものである。右肩上がりの経済成長と低失業率、そ
れにより形成された正規雇用・終身雇用の男性労働者の夫と専業主婦の妻と子どもという核家族がモデルの下で、「現
役世代は雇用、高齢者世代は社会保障」という生活保障モデルが確立し、また、高齢化率も現在に比べるとかなり低い
レベルであった。
これに対して、1990 年代以降の国内外の社会経済状況の変化の中で、これまでの社会保障が前提としていた日本
の社会経済構造は大きく変化してきている。
まず、日本の人口構成は他国に類を見ないスピードで少子高齢化が進んでおり、2025（平成37）年には、いわゆる
「団塊の世代」がすべて75歳以上となり、高齢者の中でより高齢の者が増える超高齢社会になっていく。
（略）
こうした社会経済状況の変化を踏まえ、日本の社会保障制度を「1970年代モデル」から「21世紀（2025年）日本モデ
ル」に再構築して、国民生活の安心を確保していくことが、喫緊の課題となっている。
（略）

（２）すべての世代を対象とし、すべての世代が相互に支え合う仕組み

上述のように、「21 世紀型（2025 年）日本モデル」の社会保障では、主として高齢者世代を給付の対象とする社会保
障から、切れ目なく全世代を対象とする社会保障への転換を目指すべきである。

その際、全世代型の社会保障への転換は、世代間の財源の取り合いをするのではなく、それぞれ必要な財源を確保
することによって達成を図っていく必要がある。

また、世代間の公平だけではなく、世代内の公平も重要であり、特に他の年代と比較して格差の大きい高齢者につい
ては、一律横並びに対応するのではなく、負担能力に応じて社会保障財源に貢献してもらうことが必要である。

このような観点から、これまでの「年齢別」から「負担能力別」に負担の在り方を切り替え、社会保障・税番号制度も活
用し、資産を含め負担能力に応じて負担する仕組みとしていくべきである。

（略）



平成24年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）

○ 日本の人口は近年横ばいであり、人口減少局面を迎えている。2060年には総人口が9000万人を
割り込み、高齢化率は40％近い水準になると推計されている。

人口（万人）
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高齢化率（65歳以上人口割合）

合計特殊出生率

15～64歳人口

14歳以下人口

65歳以上人口61.3%
※１

26.0%
※１

1.42
(2014)

12,708万人※１

11,662

3,685

6,773

1,204

8,674

3,464

4,418

791

（出所） 総務省「国勢調査」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口）
厚生労働省「人口動態統計」

※１ 出典：平成26年度 総務省「人口推計」 （平成22年国勢調査においては、人口12,806万人、生産年齢人口割合63.8％、高齢化率23.0％）

2014

日本の人口の推移
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歳
以
上
人
口
割
合

１
年
間
の
出
生
数
（
率
）

（万人） （％）

増加
＋385万人

1億2,708万人
1億1,662万人

8,674万人
減少

▲221万人

減少
▲1,012万人

より急速に
減少

▲2,355万人

100.4万人
（1.42）
※１

74.9万人
（1.34）

48.2万人
（1.35）

（出所） 総務省「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口）
厚生労働省「人口動態統計」

※１ 出典：2014（平成26）年人口動態統計

今後の人口構造の急速な変化
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（出所） 総務省「国勢調査」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口）

1990年(実績) 2025年 2060年

75歳～
597( 5%)

65～74歳
892( 7%)

総人口
1億2,361万人

総人口
1億2,066万人

65～74歳
1,128(13%)

20～64歳
4,105(47%)
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総人口
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７５

６５

歳

万人
２５０
万人 万人

５０ １００ １５０ ２００ ２５００

75歳～
2,336(27%)

20～64歳
7,590(61%)

～19歳
3,249(26%)

２０

５０ １００ １５０ ２０００ ２５０

～19歳
1,849(15%)

75歳～
2,179(18%)

65～74歳
1,479(12%)

20～64歳
6,559(54%)

１５０ ２００

○団塊の世代が全て７５歳となる2025年には、75歳以上が全人口の18％となる。
○2060年には、人口は8,674万人にまで減少するが、一方で、65歳以上は全人口の約40％となる。

０ ５０

2014年(実績)

65～74歳
1,708(13%)

75歳～
1,592(13%)

総人口
1億2,708万人

～19歳
2,224(17%)

20～64歳
7,184(56%)

５０ １０００

団塊世代
（1947～49年
生まれ）

団塊ジュニア世代
（1971～74年
生まれ）

１００ １５０ ２００
万人
２５０

日本の人口ピラミッドの変化
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